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平成 27年度男女雇用機会均等法・育児･介護休業法・ 
パートタイム労働法に関する相談等の状況 

 

愛知労働局(局長 木暮康二)では、平成27年度に雇用均等室で取り扱った男女雇用機会

均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に関する相談、是正指導と紛争解決の

援助の状況を取りまとめました(資料１)。 

 

 

 

 

 

 

妊娠・出産・育児休業等をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境を整

備する育児・介護休業法と男女雇用機会均等法の改正を含む「雇用保険法等の一部を改

正する法律」の成立を受け、その円滑な施行（平成 29年１月１日）に向けて周知広報を

行うとともに、労働者からの相談に対しては、相談者のニーズに応じ、紛争解決援助制

度を的確に運用して円滑・迅速な解決を図ります（資料２、３）。 

 また、法違反が疑われる事案を把握した場合には、事業主に対する報告徴収・是正指導

を適正に行います 。 

 

 

 

 

 ※都道府県労働局の組織見直しを行い、平成 28 年４月１日から「雇用均等室」

は「雇用環境・均等部」になりました。 

 

- １ -  

厚生労働省愛知労働局 
Press Release 

 

妊娠・出産・育児休業等を理由とした解雇等不利益取扱い（いわゆるマタハラ） 
に関する相談が前年度に比べ 106件増加（32.2％増）し、3年度連続の増加となった。 

 

 

 
 

平成 28年 6月 30日（木） 

【照会先】 

愛知労働局雇用環境・均等部指導課 

 課 長 織田 和成（内 700） 

 課 長 補 佐 河嶋小百合（内 701） 

  （電 話）052－219－5509 



○三法 ※１に関する相談等の状況の概要 
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※１ 三法とは、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法 

＜添付資料＞ 

１  相談件数等の推移及び相談内容内訳 （Ｐ．１～11） 

２  労働局長による紛争解決の援助事例 （Ｐ．12～13） 

３  紛争解決援助制度のご案内（リーフレット） 

４  パパもママも育児休業を取りましょう。(リーフレット) 

 

 

－２－ 

１ 相談の状況 

 ○相談件数：4,408件（前年度比 1,813件減少（29.1％減）） 【資料１ Ｐ１～４参照】 

・労働者からの相談は 1,639件で前年度比 152件減少（8.5％減）した。 

・妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談は 435件で前年度に比べ

106件増加（前年度比 32.2％増）した。 

 ○相談内容 

  〈男女雇用機会均等法関係〉（1,561件、三法の相談全体の 35.4％） 【資料１ Ｐ１・２・

４・５参照】 

   ・セクシュアルハラスメントに関する相談（703件）が多く、45.0%を占めている。 

      ・次いで、母性健康管理に関する相談が 275件、妊娠・出産等を理由とした解雇等の不利

益取扱いに関する相談は 272件で、前年度に比べ 30件増加。 

  〈育児・介護休業法関係〉（2,484件、同 56.4％） 【資料１ Ｐ２・４・６参照】 

      ・育児休業に関する相談（892件）と育児短時間勤務制度に関する相談（408件）が多く、

５割以上を占めている。 

   ・育児休業等申出・取得を理由とする不利益取扱いに関する相談は 163件で、前年度に比

べ 87.4％増となった。    

 〈パートタイム労働法関係〉（363件、同 8.2％） 【資料１ P７参照】 

・パートタイム労働指針に関することが 60件（16.5%）で最も多く、次いで労働条件の文

書交付が 56件（15.4%）であった。 

 

２ 是正指導の状況 

 ○是正指導件数：2,363件（前年度比 361件増加（18.0％増））【資料１ P８～10参照】  

   ・619事業所を対象に雇用管理の実態把握を行い、このうち何らかの法違反が確認された  

    606事業所（97.9%）に対し、2,363件の是正指導を実施した。 

   ・内訳は「育児・介護休業法関係」が 1,248件（52.8%）と最も多く、次いで「パートタ 

イム労働法」が 754件（31.9％）、「男女雇用機会均等法関係」が 361件（15.3%）となっ

ている。 

   ・是正指導を受けた事業所のうち、９割以上が年度内に是正した。 

 

３ 紛争解決援助の状況【資料１ Ｐ11、資料２参照】 

○ 労働局長による紛争解決の援助申立受理件数：13件（前年度比３件増加（30.0％増））  

・男女雇用機会均等法関係が４件、育児・介護休業法関係が８件。うち、妊娠・出産・育

児休業等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関する申立は６件。 

・平成 27 年度中に援助を終了した事案（９件）のうち約８割が助言の結果、解決に至っ

た。 

○ 調停申請受理件数：２件  

・均等法（妊娠不利益取扱いの禁止・セクシュアルハラスメント対策）に関する申請。う

ち調停案の受諾勧告を行ったのは 1件で、双方受諾し、解決に至った。 
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（件)

平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成27年度
割合（％）

男女雇用機会均等法関係 1,621 1,870 1,561 35.4%

(100.0)

労働者 881 970 871 (55.8)

事業主 396 497 390 (25.0)

その他 344 403 300 (19.2)

育児・介護休業法関係 2,844 3,032 2,484 56.4%

(100.0)

労働者 682 718 663 (26.7)

事業主 1,397 1,436 1,110 (44.7)

その他 765 878 711 (28.6)

パートタイム労働法関係 293 1,319 363 8.2%

(100.0)

短時間労働者 91 103 105 (28.9)

事業主 146 951 189 (52.1)

その他 56 265 69 (19.0)

合　計 4,758 6,221 4,408 100.0%

労働者 1,654 1,791 1,639 37.2%

事業主 1,939 2,884 1,689 38.3%

その他 1,165 1,546 1,080 24.5%

相談件数等の推移及び相談内容内訳

1  相談件数の推移

3



2　妊娠・出産、育児休業等に係る不利益取扱い相談件数の推移

（件)

平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成27年度
割合（％）

妊娠・出産等を理由とする 257 242 272 62.5%

不利益取扱い（均等法関係） (100.0)

労働者 130 122 133 (48.9)

事業主 75 65 76 (27.9)

その他 52 55 63 (23.2)

育児休業等に係る不利益取扱 53 87 163 37.5%

い（育児・介護休業法関係） (100.0)

労働者 36 61 97 (59.5)

事業主 9 13 35 (21.5)

その他 8 13 31 (19.0)

合　計 310 329 435 100.0%

労働者 166 183 230 52.9%

事業主 84 78 111 25.5%

その他 60 68 94 21.6%

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

妊娠・出産等を理
由とする不利益取
扱い（均等法関係）

250 255 219 189 257 242 272

育児休業等に係る
不利益取扱い（育
児・介護休業法関
係）

161 146 63 73 53 87 163

合　計 411 401 282 262 310 329 435

4



　（１）　男女雇用機会均等法関係

　相談者別相談内容の内訳（平成27年度） （件）

女性労働者 男性労働者 事業主 その他 合計

第5条関係 2 8 21 15 46

（募集・採用） (0.3%) (10.0%) (5.4%) (5.0%) (2.9%)

第6条関係 8 4 7 3 22

（配置・昇進・降格・教育訓練等） (1.0%) (5.2%) (1.8%) (1.0%) (1.4%)

第7条関係 0 0 0 1 1

（間接差別） (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.3%) (0.1%)

第9条関係 132 1 76 63 272

（妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い） (16.7%) (1.3%) (19.5%) (21.0%) (17.4%)

第11条関係 445 63 83 112 703

（セクシュアルハラスメント） (56.3%) (78.8%) (21.3%) (37.3%) (45.0%)

第12条、第13条関係 121 2 100 52 275

（母性健康管理） (15.3%) (2.5%) (25.6%) (17.3%) (17.6%)

第14条関係 0 0 24 8 32

（ポジティブ・アクション） (0.0%) (0.0%) (6.2%) (2.7%) (2.0%)

83 2 79 46 210

(10.5%) (2.5%) (20.3%) (15.3%) (13.5%)

791 80 390 300 1,561

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

3  相談者別相談内容の内訳

その他

合　計
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（２）　育児・介護休業法関係

　相談者別相談内容の内訳（平成27年度） （件）

女性労働者 男性労働者 事業主 その他 合計

231 30 385 246 892

(45.3%) (62.5%) (45.7%) (42.7%) (45.1%)

第16条の2、第16条の3関係 20 3 61 22 106

（子の看護休暇） (3.9%) (6.3%) (7.2%) (3.8%) (5.4%)
第10条、第16条の4、第16条の9、第18条の2、 93 1 33 29 156
第20条の2、第23条の2、第52条の4関係（不利益取扱い） (18.2%) (2.1%) (3.9%) (5.0%) (7.9%)

14 2 32 19 67

(2.7%) (4.2%) (3.8%) (3.3%) (3.4%)

10 1 32 17 60

(2.0%) (2.1%) (3.8%) (3.0%) (3.0%)

9 1 27 14 51

(1.8%) (2.1%) (3.2%) (2.4%) (2.6%)

第23条第1項、第23条第2項関係 86 3 178 141 408

（所定労働時間の短縮措置等） (16.9%) (6.3%) (21.1%) (24.5%) (20.6%)

15 2 33 24 74

(2.9%) (4.2%) (3.9%) (4.2%) (3.7%)

11 1 4 6 22

(2.2%) (2.1%) (0.5%) (1.0%) (1.1%)

則第5条第4項から第6項関係 3 0 11 9 23

（休業期間等の通知） (0.6%) (0.0%) (1.3%) (1.6%) (1.2%)

18 4 47 49 118

(3.5%) (8.3%) (5.6%) (8.5%) (6.0%)

510 48 843 576 1,977

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

第１１条関係（介護休業） 34 13 122 56 225

(47.9%) (38.2%) (45.9%) (41.8%) (44.6%)

第16条の5、第16条の6関係（介護休暇） 22 8 50 21 101

(31.0%) (23.5%) (18.8%) (15.7%) (20.0%)
第16条、第16条の7、第18条の2、第20条の2、 2 1 2 2 7
第23条の2、第52条の4関係（不利益取扱い） (2.8%) (2.9%) (0.8%) (1.5%) (1.4%)

第18条関係（時間外労働の制限） 2 5 17 6 30

(2.8%) (14.7%) (6.4%) (4.5%) (5.9%)

第20条関係（深夜業の制限） 1 3 15 5 24

(1.4%) (8.8%) (5.6%) (3.7%) (4.8%)

第23条第3項関係 9 3 44 28 84

（所定労働時間の短縮措置等） (12.7%) (8.8%) (16.5%) (20.9%) (16.6%)

第24条第2項関係 0 0 5 1 6

（所定労働時間の短縮措置等） (0.0%) (0.0%) (1.9%) (0.7%) (1.2%)

第26条関係 1 0 0 0 1

（労働者の配置に関する配慮） (1.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.2%)

則第5条第4項から第6項関係 0 1 1 1 3

（休業期間等の通知） (0.0%) (2.9%) (0.4%) (0.7%) (0.6%)

0 0 10 14 24

(0.0%) (0.0%) (3.8%) (10.4%) (4.8%)

71 34 266 134 505

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

0 0 1 1 2

581 82 1,110 711 2,484

職業家庭両立推進者関係

合　計

育
児
関
係

第5条関係（育児休業）

第16条の8関係（所定外労働の制限）

第17条関係（時間外労働の制限）

第19条関係（深夜業の制限）

第24条第1項（所定労働時間の短縮措置等）

第26条関係（労働者の配置に関する配慮）

その他

小計

介
護
関
係

その他

小計
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（３）　パートタイム労働法関係

　相談者別相談内容の内訳（平成27年度） （件）

第6条関係 9 32 15 56

　（労働条件の文書交付等） (8.6%) (16.9%) (21.7%) (15.4%)

第7条関係 3 2 0 5

　（就業規則の作成手続） (2.9%) (1.1%) (0.0%) (1.4%)

第8条関係 11 13 3 27

（短時間労働者の待遇の原則） (10.5%) (6.9%) (4.3%) (7.4%)

第9条関係 13 22 10 45

（差別的取扱いの禁止） (12.4%) (11.6%) (14.5%) (12.4%)

第10条関係 10 12 9 31

（賃金の均衡待遇） (9.5%) (6.3%) (13.0%) (8.5%)

第11条関係 2 3 0 5

（教育訓練） (1.9%) (1.6%) (0.0%) (1.4%)

第12条関係 2 5 0 7

（福利厚生施設） (1.9%) (2.6%) (0.0%) (1.9%)

第13条関係 3 17 7 27

（通常の労働者への転換） (2.9%) (9.0%) (10.1%) (7.4%)

第14条１項関係 5 11 3 19

（措置の内容の説明） (4.8%) (5.8%) (4.3%) (5.2%)

第14条２項関係 9 8 0 17

（待遇に関する説明） (8.6%) (4.2%) (0.0%) (4.7%)

第15条関係 22 28 10 60

（指針） (21.0%) (14.8%) (14.5%) (16.5%)

第16条関係 6 25 8 39

（相談のための体制の整備） (5.7%) (13.2%) (11.6%) (10.7%)

第17条関係 3 2 0 5

（短時間雇用管理者） (2.9%) (1.1%) (0.0%) (1.4%)

その他 7 9 4 20

（改正法の内容等） (6.7%) (4.8%) (5.8%) (5.5%)

105 189 69 363

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

短時間労働者 事業主 その他 合計

合　　計
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4　是正指導件数の推移

（件)

平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成27年度
割合（％）

男女雇用機会均等法 242 297 361 15.3%

育児・介護休業法 1,354 1,073 1,248 52.8%

パートタイム労働法 871 632 754 31.9%

2,467 2,002 2,363 100.0%

是正指導件数の推移 (件）

25年度 26年度 27年度

23 16 9

(9.5%) (5.4%) (2.5%)

3 4 3

（配置・昇進・降格・教育訓練等） (1.2%) (1.3%) (0.8%)

0 0 0

(0.0%) (0.0%) (0.0%)

1 1 6

（妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い） (0.4%) (0.3%) (1.7%)

163 200 215

(67.4%) (67.3%) (59.6%)

52 76 128

(21.5%) (25.6%) (35.5%)

0 0 0

(0.0%) (0.0%) (0.0%)

242 297 361

(100.0%) (100.0%) (100.0%)
合　計

第7条関係

第11条関係

（セクシュアルハラスメント）

第12条、第13条関係

（母性健康管理）

その他

第6条関係

（間接差別）

第9条関係

合　計

（１）男女雇用機会均等法関係　　

第5条関係

（募集・採用）
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是正指導件数の推移 （件）

25年度 26年度 27年度

151 113 141

(22.7%) (20.7%) (22.5%)

第16条の2、第16条の3関係 101 84 102

（子の看護休暇） (15.2%) (15.4%) (16.3%)
第10条、第16条の4、第16条の9、第18条の2、 0 2 0
第20条の2、第23条の2、第52条の4関係（不利益取扱い） (0.0%) (0.4%) (0.0%)

63 40 56

(9.5%) (7.3%) (8.9%)

103 80 95

(15.5%) (14.7%) (15.2%)

54 28 42

(8.1%) (5.1%) (6.7%)

第23条第1項、第23条第2項関係 194 169 163

（所定労働時間の短縮措置等）　　　　 (29.1%) (31.0%) (26.0%)

0 30 24

(0.0%) (5.5%) (3.8%)

則第5条第4項から第6項関係 0 0 3

（休業期間等の通知） (0.0%) (0.0%) (0.5%)

666 546 626

(100.0%) (100.0%) (100.0%)

127 84 109

(26.3%) (23.9%) (25.6%)

63 35 51

(13.0%) (10.0%) (12.0%)
第16条、第16条の7、第18条の2、第20条の2、 0 0 0
第23条の2、第52条の4関係（不利益取扱い） (0.0%) (0.0%) (0.0%)

58 41 61

(12.0%) (11.7%) (14.3%)

55 27 42

(11.4%) (7.7%) (9.9%)

第23条第3項関係 180 133 138

（所定労働時間の短縮措置等）　　　　　　 (37.3%) (37.9%) (32.4%)

第24条第2項関係 0 31 25

（所定労働時間の短縮措置等）　　　　　　 (0.0%) (8.8%) (5.9%)

則第5条第4項から第6項関係 0 0 0

（休業期間等の通知） (0.0%) (0.0%) (0.0%)

483 351 426

(100.0%) (100.0%) (100.0%)

205 176 196

1,354 1,073 1,248

職業家庭両立推進者関係

合　　　計

介
護
関
係

第１１条関係（介護休業）

第16条の5、第16条の6関係（介護休暇）

第18条関係（時間外労働の制限）

第20条関係（深夜業の制限）

小計

（２）育児・介護休業法関係　　 

育
児
関
係

第5条関係（育児休業）

第16条の8関係（所定外労働の制限）

第17条関係（時間外労働の制限）

第19条関係（深夜業の制限）

第24条第1項（所定労働時間の短縮措置等）

小計
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（３）パートタイム労働法関係　

是正指導件数の推移 (件）

25年度 26年度 27年度

第6条関係 168 143 152

（労働条件の文書交付等） (19.3%) (22.6%) (20.2%)

第7条関係 203 103 117

（就業規則の作成手続） (23.3%) (16.3%) (15.5%)

第9条関係 0 0 0

（差別的取扱いの禁止）　　　　(旧8条） (0.0%) (0.0%) (0.0%)

第10条関係 21 17 12

（賃金の均衡待遇）　　　　　　　(旧9条） (2.4%) (2.7%) (1.6%)

第11条関係 3 1 0

（教育訓練）　　　　　　　　　　　(旧10条） (0.3%) (0.2%) (0.0%)

第12条関係 0 0 0

（福利厚生施設）　　　　　　　　(旧11条） (0.0%) (0.0%) (0.0%)

第13条関係 192 151 119

（通常の労働者への転換）　　(旧12条） (22.0%) (23.9%) (15.8%)

第14条１項関係 117

（措置の内容の説明） (15.5%)

第14条２項関係 0 0 0

（待遇に関する説明）　　　　　(旧13条） (0.0%) (0.0%) (0.0%)

第16条関係 69

（相談のための体制の整備） (9.2%)

第17条関係 89 87 53

（短時間雇用管理者）　　　　　(旧15条） (10.2%) (13.8%) (7.0%)

その他 195 130 115

（指針等） (22.4%) (20.6%) (15.3%)

871 632 754

(100.0%) (100.0%) (100.0%)
合　　　計

 10



（１）　労働局長による紛争解決の援助申立受理件数

（２）　調停申請受理件数

0 0 2

0 0 0

0 1 0

0 1 2

男女雇用機会均等法

育児・介護休業法

パートタイム労働法　（差別的取扱いの禁止）

合計

合計 12 13

（件）

平成２５年度 平成２７年度

パートタイム労働
法

差別的取扱いの禁止 1 1

計 1 1

0

3

0

労働者の配置に関する配慮 2 1

計 5 8

1

4

育児・介護
休業法

育児休業 0 3

育児休業等に係る不利益取扱い 2 4

所定労働時間の短時間措置等 1 0

母性健康管理措置（措置の実施） 0 0

計 6 4

男女雇用機会
均等法

福利厚生 0 0

妊娠・出産等を理由とする
不利益取扱い

5 2

セクシュアルハラスメント 1 2

5　紛争解決の援助件数の推移

（件）

平成２５年度 平成２７年度平成２６年度

0

10

平成２６年度

0

5

1

0

6

0
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資料２ 
 

 

労働局長による紛争解決の援助事例 

 

 

○男女雇用機会均等法に基づく援助 

妊娠したことを理由とする不利益取扱いの事例   

 

 

 

＜労働者からの申立内容＞ 

  事業主に妊娠したことを報告したところ、深夜勤務を外され、深夜勤務をしないこ

とを理由に正社員からパートへ労働条件の不利益変更を強要された。正社員として継

続勤務することを求め、援助申立。 

 

＜事業主からの事情聴取＞ 

  深夜勤務を外したのは、女性労働者の体調に配慮したものだが、正社員からパート

への変更は強要しておらず、女性労働者から希望があったため対応したものとの主

張。 

 

＜労働局長による援助の内容＞ 

  事業主に対し、男女雇用機会均等法では妊娠・出産を理由とする雇止めなど不利益

取扱いを禁止していること、女性労働者はパートへの変更を強要されたと受け止めて

申し立てている状況であるため、法違反である可能性が高く、すぐに正社員に戻すよ

う助言。 

  

＜結果＞ 

   事業主は助言を受け入れ、正社員として雇用継続することとなり、紛争は解決した。 
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労働局長による紛争解決の援助事例 

 

 

○男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に基づく援助 

妊娠し、産前産後休業と育児休業を申し出たことを理由とする不利益取扱

いの事例   

 

 

 

＜労働者からの申立内容＞ 

   有期労働契約で働く妊娠中の女性労働者が、産前産後休業後引き続き育児休業を取

得したいと事業主に伝えたところ、現在の雇用契約期間満了をもって雇止めされそう

であるとして援助申立。 

 

＜事業主からの事情聴取＞ 

  法律を正しく理解しておらず、産前産後休業等で就労しないのに雇用契約を更新す

ることはできないと考えて対応したとの主張。 

 

＜労働局長による援助の内容＞ 

  事業主に対し、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法では、妊娠したこと、産

前産後休業や育児休業を申し出たことを理由とする雇止めなど不利益な取扱いは禁

止していることを説明。また、契約の不更新が不利益な取扱いに該当する場合には、

休業等により契約期間の全てにわたり労働者が労務の提供ができない場合であって

も契約を更新しなければならないものであるため、女性労働者との雇用契約をこれま

で同様更新し、産前産後休業と育児休業の申し出について、法に沿って対応するよう

助言。 

  

＜結果＞ 

   事業主は助言を受け入れ、雇用契約は更新され、各休業申出にも法に沿って対応す

ることとなり、紛争は解決した。 
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